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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 髙橋 貴之 議員 

発言事項 ２ 教育行政について 

発言の要旨 

市立小中学校普通教室等のエアコンについて 

ア 利用状況について 

イ 使用による効果について 

ウ 今後の課題について 

質問内容 市立小中学校普通教室等のエアコンについて、設置後の経過を伺いたい。 

答弁者  □ 市長  □ 教育長  ■ 部長 

答弁内容（概要） 

〇市教委では、市立小中学校の普通教室・職員室・校長室に、令和３年度から５

年度までの３年間でエアコンを設置する事業を進めており、昨年度は 23校に

エアコンを設置した。 

〇エアコンの使用については、本年５月に策定した「八戸市立小中学校冷房設備

運用指針」に基づき、室温が 28℃を超える場合に使用することを原則とし、

気温だけでなく、湿度も加味した暑さ指数や、児童生徒の体調にも注意するこ

ととしている。 

〇これらの方針については、校長会等を通じ適宜説明を行い、学校現場の判断で

必要に応じて使用するよう指導している。 

〇今年度は７月からエアコンの使用を開始したが、８月までの２ヶ月間で、少な

い学校では数日、多い学校では約 40 日、エアコンを使用している。 

〇エアコンの使用による効果について、学校現場からは、 

・快適に授業や校務ができるようになった。 

・体調不良を訴える児童生徒が減った。 

・マスクを着けたままでも過ごしやすくなり感染症対策がしやすくなった。 

などの報告が上がっており、エアコン設置により、児童生徒の健康と快適な学

習環境の整備に効果があったものと考えている。 

〇エアコンの整備が進むことに伴い、電気料金の増大が課題となる。 

〇八戸市立小中学校冷房設備運用指針」では、最大需要電力を抑制するため一斉

に稼働させず段階的に稼働させること、扇風機を併用し冷房効率を上げるこ

と、エアコンのフィルターを定期的に清掃することなどを方針として定め、快

適な教育環境を確保しつつ電気料金を節減する工夫をし、効率的な運用を図っ

ているところである。 

〇今年の夏の電気料金はまだ確定していないが、今後、各校の利用状況と電気料

金を精査しつつ、各校の意見を聴きながら、エアコンの適切な使用を指導して

いく。 

 

 

担当課 教育総務課 
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資料（提出様式） 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 
各校の意見を取り入れつつ、利用控えにならないように配慮しながら電気料金

増大も抑制できるように、引き続き適宜指導してほしい。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 日當 正男 議員 

発言事項 ２ 蕪島ウミネコ繁殖地の保存と活用について 

発言の要旨   蕪島の現状について 

質問内容 ウミネコ繁殖地である蕪島の現状に対する認識について伺いたい。 

答弁者  ■ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○蕪島は、大正８年から鮫漁港の整備が進められる中、ウミネコの繁殖地とし

て保護の必要性が認識され、大正 11 年３月８日、国の天然記念物の指定を受

けた。先人たちが地域の産業振興へ情熱を傾け、同時に地域のシンボルであ

った蕪島の保護保全を図ったことに対し、その先見の明に敬服する思いであ

る。 

○その後、蕪島周辺では、工場の建設や港湾施設の整備が進み、旧海軍による

埋め立て工事、東日本大震災の復興を目指した整備事業が実施されるなど、

環境が大きく変化してきた。蕪島ウミネコの繁殖が今日まで続き、ウミネコ

と人間が共存する国内唯一の繁殖地であり、文化財としての価値を持つだけ

でなく、市民憩いの場、そして市を代表する観光地でもある、貴重な市の財

産であることから、今後も適切に管理していく必要があると認識している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 社会教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長   

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無    

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 日當 正男 議員 

発言事項 ２ 蕪島ウミネコ繁殖地の保存と活用について 

発言の要旨   ウミネコの繁殖と保護の状況について 

質問内容 蕪島におけるウミネコの繁殖及び保護の取り組み状況について伺いたい。 

答弁者  ■ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○ウミネコの繁殖状況は、直近の正確なデータとしては令和元年度実績で、飛来

数約 27,000 羽、営巣数約 13,500 巣、産卵数約 23,700 個、令和元年度までの

過去 5年間の平均値である飛来数約 30,800 羽、営巣数約 15,400 巣、産卵数約

30,600 個に比べると低い数値であることから、今後の推移を注意深く観察す

る必要がある。 

○次にキツネなどの天敵によるウミネコの被害状況については、本年は成鳥の被

害数が合計 500 羽を超え、例年にない被害が確認されたため、保護監視員によ

る夜間の見廻りの強化に加え、野生動物が嫌がる匂いを発する忌避剤の増設、

わなによる捕獲設置期間の延長をしたところ、その後の被害が抑えられてい

る。 

○今後の保護対策については、ウミネコの飛来時期に合わせ、天敵対策に一定の

効果が期待できる捕獲わなの設置のほか、保護監視体制の強化を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 社会教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長   

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無  

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 日當 正男 議員 

発言事項 ２ 蕪島ウミネコ繁殖地の保存と活用について 

発言の要旨   今後の保存と活用について 

質問内容 今後の蕪島ウミネコ繁殖地の保存と活用の取り組みについて伺いたい。 

答弁者  ■ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○文化財保護法により、文化財の適切な保存、活用を図るために必要な事項を明

確化した「保存活用計画」を策定することが可能であり、現在、市では「（仮

称）蕪島ウミネコ繁殖地保存活用計画」の策定に向けた作業を進めている。 

○既に本年４月から「天然記念物蕪島ウミネコ繁殖地緊急調査事業」を実施して

おり、蕪島の植生とウミネコの繁殖の関係性を明らかにすることで保存活用計

画の基礎資料とする。また有識者等で構成する「緊急調査検討会議」を本年８

月３日に開催し、調査内容の検討を行い、調査精度の向上を図っている。 

○今後は、今年度内に２回目の会議を開催し、緊急調査の成果を反映した保存活

用計画の策定を進めながらウミネコ繁殖地としての蕪島の適切な保存管理を

実施し、さらにウミネコの繁殖を間近に観察できる特色を活かし、観光や学習

の場として積極的な活用について検討を進め、より多くの方の興味関心や保護

意識の向上を図りながら、将来にわたるウミネコと人間の共存を目指してい

く。 

 

 

 

担当課 社会教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長   

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無  

発言内容（概要） 

ウミネコ保護監視員の高齢化が進んでいることから、高齢化対策を行ってもら

いたい。 

現在の仮のウミネコ保護監視所が蕪島海水浴場の監視棟にあり、営巣地から離

れているために支障をきたしている面もあることから、営巣地により近い、監視

しやすい場所へ移設してもらいたい。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 田名部 裕美 議員 

発言事項 １ 下長地区の防災対策について 

発言の要旨   防災拠点としての公民館の建て替えについて 

質問内容 地域の防災拠点としての下長公民館の建て替えについて伺いたい。 

答弁者  ■ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○地区公民館 24 館は、社会教育施設であると共に、全てが指定避難所となって

おり、地域の防災拠点としての役割も担っている。 

○しかし、一部の公民館では老朽化が見られるため、施設の修繕や設備更新等を

計画的に実施することにより長寿命化を図っている。 

○一方、本年４月改定の「八戸市津波ハザードマップ」において、津波浸水区域

内に位置する公民館が、下長公民館含め 11館ある。 

○これらの公民館は、防災拠点としての機能や安全性が求められるが、移転や建

て替えにあたっては、社会教育施設としての機能確保も含め、課題が多い。 

○市として、下長公民館含む地区公民館を引き続き各種活動の拠点として運営し

ながら、防災拠点としてのあり方も研究していく。 

 

 

 

 

担当課 社会教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  ■ 有   □ 無 

質問内容（概要） 

具体的に建て替えする際の基準や条件があるか。また、防災拠点としての公民

館をどのような観点で研究していくのか。 

答弁者  □ 市長  □ 教育長  ■ 部長 

答弁内容（概要） 

○長寿命化に取り組んでいる現時点で、具体的な建て替えスケジュールは未定。 

○今後、地域住民の意見等を参考に、施設のあり方について検討する。 

○防災拠点としての公民館のあり方についても、公民館としてどのレベルの災害

に対応する機能が求められるか等、研究していく。 

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 

社会教育施設と防災拠点としての施設の両立が難しいことは理解できるが、是

非下長地区住民の声を聴き、移転を含めた建て替えや避難ビルの併設等を検討し

てほしい。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 山名 文世 議員 

発言事項 １ 第７次八戸市総合計画について 

発言の要旨   次代を担うひとを育む施策について 

質問内容 

第７次八戸市総合計画における「ひとを育む」の政策について、基本的なねらい、 

これまでの取組の成果・実績及び今後の課題、特徴的な施策について伺いたい。 

答弁者  ■ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○第７次八戸市総合計画では、将来都市像を「ひと・産業・文化が輝く北の創造都

市」と掲げ、豊かで活力ある持続可能な地域社会の実現に向け、「ひとを育む」、

｢経済を回す」などの６つの政策を地域と一体となって推進することとしている。 

○このうち、「ひとを育む」については、その基本的な考え方として、次代を担

う子どもから大人まで、市民一人一人が人生を豊かなものにできるよう、そ

れぞれのライフステージに応じた環境作りを推進することとしている。 

○また、政策を推進するため「次代を担うひとを育む」、「教養・文化・スポーツを

通し人生を豊かにする」という２つの方向性のもと、 

・結婚支援の充実 

・妊娠・出産・子育て支援の充実 

・就学前教育の充実 

・小・中学校教育の充実 

・高等学校教育・高等教育の充実 

・社会教育の充実 

・文化芸術の振興 

・スポーツの振興 

の８つの施策を展開することとしている。 

○これらの施策に基づく取組のうち、特徴的なものとしては、妊娠期から子育て

期まで切れ目のない支援を提供する八戸版ネウボラや、スポーツを「する」「み

る」「ささえる」ことで、市民が生涯にわたってスポーツに親しむことができ

る環境づくりなどが挙げられる。 

○次に、これまでの取組の実績と成果について、本計画は今年度から５年間の

計画期間がスタートしたところであるが、５月には「八戸市スポーツによる

人・健康・まちづくり推進協議会」を設置したほか、８月には子育て支援

アプリ「はちも」の運用を開始しており、今後も「ひとを育む」政策に位置

付けている155の事業を着実に実施することで政策の推進に繋げていく。 

○今後の課題としては、今年６月に実施した市民アンケート調査の結果において、「ひ

とを育む」政策における施策の市民満足度が、他の施策に比べて低い傾向であった

ことから、事業内容の充実やより効果的な周知に取り組んでいく必要がある。 

担当課 政策推進課（再質問：教育指導課） 
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資料（提出様式） 

  

◎再質問  

再質問の有無  ■ 有   □ 無 

質問内容（概要） 

 島根県益田市の「カタリ場」では、地域の子どもが大人との対話を通じて、今

の自分、これからの自分について年代を越えて語り合う取組等、公民館を活用し

て行っている。その中には、不登校の児童生徒もいることから、参考となる取組

であると考える。 

当市における小・中学校の不登校の現状と支援について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○当市における不登校児童生徒数は、全国、県と同様にやや増加傾向にある。 

○市教委では、不登校未然防止のために、市立全小・中学校において、「魅力あ

る学校づくり」の推進に努めているところである。 

○また、こども支援センターでは、保護者や本人からの相談を受け付け、個々の

状況に応じて、適応指導教室で学習等を進めるなど、きめ細やかな支援を行い、

学校復帰を果たしている児童生徒もいる。 

○議員御提案の不登校児童生徒の公民館利用について考えていく。 

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）   
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 山名 文世 議員 

発言事項 ３ 教育行政について 

発言の要旨   公立小中学校の教員不足及び勤務状況について 

質問内容 

教員不足の背景に先生方の忙しさがあり、多忙化の解消が必要であると考えて

いる。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○全国的に「教員不足」は深刻な問題となっており、当市においては本年度始業

時点で小学校 17 人、中学校３人のあわせて 20 人が未配置であった。 

○市教委では県教委と連携し退職者や免許所持者に対し個別に打診するなどし

て教員不足の解消に努めているが、４月以降も病気休暇や出産に係る休暇の取

得による新たな教員不足が生じており、現時点での未配置は小学校 15 人、中

学校３人のあわせて 18名となっている。 

○当市では令和２年９月に「八戸市立小・中学校教育職員の働き方改革推進に係

る指針」を策定し、時間外在校等時間の上限及び校長が講ずる措置、縮減のた

めの方策等を示し、各校における業務改善を推進している。 

○市教委では、時間外在校等時間の縮減に向けて、できるところから取り組むよ

う指導しており、各学校では校務の情報化や平準化、行事の精選などへの取組

等をとおして教員の負担軽減を図っている。 

○時間外在校等時間の４月から７月までの月当たりの平均を昨年度と比較する

と、小学校が 42 時間 49 分から 40 時間 42 分、中学校が 60 時間 16 分から 55

時間 22 分に縮減しており、少しずつではあるが改善が図られているものと理

解している。 

○教員不足や勤務状況の改善は喫緊の課題であり、今後も県教委と連携を図ると

ともに、適切な勤務管理に向けた指導助言をとおして働きやすい環境づくりに

努めていく。 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 山名 文世 議員 

発言事項 ３ 教育行政について 

発言の要旨   学校教員の新たな研修制度導入について 

質問内容 

新たな研修制度が教員の過度な負担とならないよう、どのような対応を考えて

いるか課題を含めた具体策について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

〇教育公務員特例法第21条では、「教育公務員は、その職責を遂行するために、

絶えず研究と修養に努めなければならない。」と定められており、教員にとっ

て研修は権利でもあり、義務でもある。 

〇教員にとって研修を受講することは、学校での日々の指導で感じている課題を

解決することができるなど、指導力の向上に大きな効果をもつものであり、こ

れまでも、当市の教員は個人の資質・能力の向上を目指し、意欲的に研修に取

り組んできた。 

〇令和４年５月に公布された「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改

正する法律」において、「新たな教師の学びの姿」を実現するために、これま

で行われていた教員免許の更新制が発展的に解消され、それに伴い「研修履歴

を活用した対話に基づく受講奨励に関するガイドライン」が策定された。 

○この中では、教員が校長等との面談を通して自己の目標を定め、それに基づい

て研修を受ける新たな制度が示された。 

〇課題としては、教員の多忙化の中、研修時間を確保することが難しいというこ

とが挙げられる。 

〇新たな研修制度では、総合教育センターにおける研修等の校外研修に加え、学

校現場で日常的な学びの場として行われている校内研修も研修内容として認

められているため、現在行っている教員研修を、新たな研修制度においてもそ

のまま運用することで、教員の負担軽減を図っていく。 

〇それに加え、集合型とオンラインを活用した研修を行ったり、学校の要望に応

じて要請訪問による研修を行ったりするなど、教員が研修に参加しやすい体制

の工夫にも努めていく。 

〇市教委としては、教員自身が、伸ばすべき力や学校で果たすべき役割などを踏

まえ、主体的に学び続けることができるよう、研修講座運営や校内研修支援に

努めていく。 

担当課 総合教育センター 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 伊藤 圓子 議員 

発言事項 ３ 学校給食無償化について 

発言の要旨  

質問内容 給食費無償化についての考えを伺いたい。 

答弁者  ■ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

〇給食費の無償化については、既に実施している自治体があることは承知してい

る。 

〇当市の給食費無償化に関連した取り組みとしては、要保護・準要保護世帯につ

いて、就学援助制度等により給食費の無償化を行っており、児童生徒の約 17％

の給食費を公費で負担している。 

〇また、市による給食費負担の取り組みとしては、国の交付金を活用して学校給

食用食材補填事業を実施しており、食材費高騰分を公費で負担している。 

〇しかしながら、限られた財源の中で各種の子育て支援策を進めながら、全児童

生徒を対象とした完全無償化を、今現在、実施するのは難しいと考えている。 

〇学校給食費の無償化については、今後も引き続き調査研究しながら、経済的な

理由により支援を必要とする世帯に対しての支援が確実に行われるよう、努め

ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 上条 幸哉 議員 

発言事項 ２ 選挙権の行使について 

発言の要旨   主権者教育について 

質問内容 

小学校・中学校・高等学校における主権者教育の取組状況と成果について伺い

たい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○主権者教育の目的は、単に政治の仕組みについて必要な知識を習得させるにと

どまらず、主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会

を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うこ

とができる力を身に付けさせることである。 

○当市の小・中学校、高等学校では、学習指導要領に則り、主権者教育について

教科の枠にとらわれない教科等横断的な指導を行っている。 

○具体的には、小学校社会科の授業において、公民館や消防署等の公共施設の役

割や租税の仕組みについて学んでいる。中学校では民主政治の成り立ち、地域

課題の解決、国民の政治参加について学ぶことを通して、将来、主権者として

自立するための素地を養っている。 

○また、特別の教科 道徳では、法やきまりの意義とそのよりよい在り方につい

て考えたり、自他の権利を大切にすることを学んだりして、主権者としての心

構えを身に付けている。 

○さらに、特別活動においては、市選挙管理委員会の協力を得て模擬選挙を行っ

たり、生徒会役員選挙の際に国政選挙等で使用される投票箱を使ったりするな

ど、体験を通して主権者としての意識を高めている。 

○これらの成果を生かし、児童生徒は学級や学校の課題解決に主体的に取り組

み、主権者としての資質・能力を育成している。 

○市教委としては、選挙権年齢が満 18歳以上に引き下げられたことをよい機会

ととらえ、これまで以上に主権者教育の充実に向けての支援に努めていく。 

担当課 総合教育センター 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 山之内 悠 議員 

発言事項 ３ 部活動の地域移行について 

発言の要旨   地域移行へ向けての取組と今後の見通しについて 

質問内容 

 休日の中学校部活動の地域移行へ向けての取組状況と、今後の見通しについて

伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○運動部活動の地域移行に関する検討会議の提言、文化部活動の地域移行に関す

る検討会議の提言等を受け、市教委では、当市の実情に見合った部活動の地域

移行の在り方を検討していく。 

○現在は、国や県の動向を注視するとともに、部活動の地域移行について先進的

な取組を進めている他市町村の状況について、情報収集に努めており、併せて、

市教委とまちづくり文化スポーツ部による庁内連絡会議において、地域移行に

係る諸課題の整理とその対応策の検討を進めるとともに、新たな地域スポー

ツ・文化活動環境の在り方についての素案づくりを進めている。 

○今後は、市教委と関係部局、及び市立小・中学校、関係機関が連携しながら環

境整備等を進めていく必要があると考えており、令和５年度に市の附属機関と

して「中学生の地域におけるスポーツ・文化活動の在り方に関する検討協議会」

の設置を検討している。 

○その検討協議会において、地域移行に当たって想定される諸課題に対する対応

を検討するとともに、当市の実情に見合った地域移行の在り方を示すこととし

ている。 

○市教委としては、休日の中学校部活動の地域移行が円滑に進められるように、

今後も引き続き検討を進めていく。 

 

 

 

 

担当課 学校教育課 
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資料（提出様式） 

 

◎再質問  

再質問の有無  ■ 有   □ 無 

質問内容（概要） 

 部活動の地域移行については、各競技団体や地域、保護者等との連携が必要な

ことから、市全体で取り組むべき大きな課題であると考えるが、これについて市

長の考えを伺いたい。 

答弁者  ■ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○部活動の地域移行の推進にあたっては、生徒のニーズを大切にしながら、行政、

スポーツ団体、文化芸術団体、地域、学校関係者や保護者等による幅広い連携

を図ることが不可欠であると考える。 

○子どもたちがスポーツや文化活動に継続して親しみ、子どもたちの望ましい成

長を保障できるよう、市全体で新たなスポーツ・文化活動環境の構築していく

べきである。 

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 

○早急に検討を進めていただきたい。 

○検討協議会には市外、県外の有識者を加えることも検討いただきたい。 

○国の総括コーディネーターの配置に関する事業について、適切に、有効に活用

していただきたい。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 山之内 悠 議員 

発言事項 ３ 部活動の地域移行について 

発言の要旨   休日の部活動と教員の関わりについて 

質問内容  休日の中学校部活動における今後の教員の関わり方について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○現在、部活動の顧問については、教員本人の希望を踏まえつつ、最終的に校長

が顧問を決めお願いしている状況である。 

○その際、一人の職員の負担が過重とならないよう、複数の担当者で業務を分担

するなどして対応しているものの、負担を感じている教員がいることも承知し

ている。 

○そのため、市教委では、部活動指導員設置事業において、休日を含め、教員が

部活動の指導に従事する時間の軽減に努めている。 

○今後、休日の中学校部活動の地域移行が図られた場合には、休日に教員が部活

動の指導に携わる必要がない環境の構築を目指していく。 

○一方、教員の中には、専門的な知識や技量、指導経験があり、地域における新

たなスポーツ・文化活動環境においても指導を希望する教員もいることを想定

し、休日の指導を希望する場合は、指導に携わることができるような仕組みを

検討していく。 

○その場合、市教委では、本人の意思を十分に確認するとともに、勤務校におけ

る業務内容や負担等を勘案し、心身に過重な負担とならないようにする必要が

あると考えている。 

○市教委としては、学校の働き方改革を踏まえた部活動改革の趣旨に鑑み、今後

も継続して教員の負担軽減に努めていく。 

 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 

大阪府における西本教諭の訴訟では、校長の安全配慮義務が問われた。できる

だけ早期に、休日の部活動における教員の関わり方を検討していただきたい。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 山之内 悠 議員 

発言事項 ３ 部活動の地域移行について 

発言の要旨   部活動加入の奨励について 

質問内容 

 学校での部活動とクラブでの活動の両立に困難を感じている生徒がいるが、こ

の状況について、市教委はどのように考えているか伺いたい。また、提言で生徒

の意思に反する強制的な加入は部活動の趣旨に合致せず不適当とされているこ

とについて、市教委はどのように考えているか伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○八戸市中学校長会では、令和２年度、保護者に対して「部活動の基本方針につ

いて」とした文書を発出している。 

○その中で、『部活動は、生涯にわたってスポーツや文化、科学等に親しむ素質

や能力を育て、自主性や協調性を養うなど、学習指導要領においても教育的意

義が示されている活動であることから、全生徒に対して参加を奨励する。ただ

し、学校以外のクラブチームでの活動や習い事等をしている生徒については、

個々の生徒が多様な活動を継続できるよう配慮することとする。』とした方針

を示している。 

○市教委としては、部活動の加入については、各学校において、この方針に基づ

いた個別の対応がなされているものと理解している。 

○今後も、クラブチーム等での活動に取り組んでいる生徒に対して、個々の状況

に応じた適切な配慮がなされるよう助言していく。 

○また、今後、地域におけるスポーツ・文化活動について検討を進める中で、学

校の部活動においても、提言で示されている内容を踏まえ、その加入の在り方

について校長会等と改めて検討していく必要があると考えている。 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 

部活動加入に関する方針について、保護者や生徒へしっかり伝えていただきた

い。また「奨励」という「強制」がないようにしていただきたい。 

全員参加が求められる市中体開会式や、バスを借り上げての全校での応援につ

いては疑問がある。その在り方を検討していただきたい。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 山之内 悠 議員 

発言事項 ３ 部活動の地域移行について 

発言の要旨   八戸市中学校体育大会へのクラブチーム参加について 

質問内容 

今後、八戸市中学校体育大会へクラブチームが参加できるようになるのか伺い

たい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○運動部活動の段階的な地域移行に関わり、日本中学校体育連盟では、「学校か

ら地域移行した地域のスポーツ団体等に所属する生徒の大会参加資格を緩和

すること」とするスポーツ庁からの求めを踏まえて協議した結果、令和４年６

月、令和５年度から全国中学校体育大会への地域スポーツ団体等に所属する中

学生の参加を可能とすることとした。 

○この決定を受け、今後、八戸市中学校体育連盟では、東北ブロック及び県の中

学校体育連盟と連携してこれからの大会参加資格等について協議していくと

伺っている。 

○市教委としては、今後の検討の状況を共有していくとともに、生徒が大会等に

参加し日頃の練習の成果を発揮していく中で、スポーツの楽しさや喜びを味わ

い、将来にわたり継続して親しむことができるよう、引き続き支援していく。 

 

 

 

 

 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 

中体連は学校の教員による組織であることから、教育委員会から中体連へ要望

できるのではないか。しっかり議論を進めていただきたい。 

一斉でなくても、できる競技から順次（クラブチームの参加を）進めていただ

きたい。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 苫米地 あつ子 議員 

発言事項 ２ 教育行政について 

発言の要旨   安倍元首相の国葬について 

質問内容 

安倍元首相の国葬について、小中学校に対して弔意の表明を強制する考えはあ

るか。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○国及び県では、教育委員会や学校に対し、国葬当日、半旗掲揚や黙とうによる

弔意表明の協力は求めない、との考えを示している。 

○市教委としては、国葬については、政府の見解のとおり「国民一人一人に弔意

を求めるものではない」と理解しており、現段階では小中学校に対して、弔意

の表明を要請する予定はない。 

○今後、国や県の方針が変わり、何らかの通知等があった場合は、慎重に検討し、

適切に対応していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 教育総務課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 苫米地 あつ子 議員 

発言事項 ２ 教育行政について 

発言の要旨 

  給食費の負担軽減について 

 ア 食材費補填事業について 

質問内容 学校給食における食材費補填事業の現状及び今後の見通しを伺いたい。 

答弁者  □ 市長  □ 教育長  ■ 部長 

答弁内容（概要） 

〇まず、学校給食の食材費値上がりの現状ですが、値上がりの規模については、

昨年と今年９月の同月比で契約物資 121 品目中 85品目、全体の約７割の物資

が値上がりしている。 

〇 値上がり幅については、昨年と今年９月の同月比の主なもので、なたね油

113％、油揚げ 14％、もやし 14％、豚もも肉 17％の価格上昇となっている。 

〇こうした食材高騰への対応として、当市では、国のコロナ対応地方創生臨時交

付金を活用し、学校給食用食材補填事業として 7,000 万円を予算措置してい

る。 

〇これにより、食材高騰の影響が緩和され、栄養摂取基準に沿った給食の提供を

維持できている。 

〇物価上昇により生活者の負担が増えている現状下において、食材費の値上がり

状況を注視するとともに、今後も保護者負担の増加を回避するための方策につ

いて検討していく。 

 

 

 

 

 

 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 苫米地 あつ子 議員 

発言事項 ２ 教育行政について 

発言の要旨 

  給食費の負担軽減について 

 イ 食材費補填事業について 

質問内容 八戸市の給食費無償化についての考えを伺いたい。 

答弁者  □ 市長  □ 教育長  ■ 部長 

答弁内容（概要） 

〇給食費の無償化については、既に実施している自治体があることは承知してい

る。 

〇当市の給食費無償化に関連した取り組みとしては、要保護・準要保護世帯につ

いて、就学援助制度等により給食費の無償化を行っており、児童生徒の約 17％

の給食費を公費で負担している。 

〇そのうち準要保護世帯については、認定の基準を各自治体で定めております

が、当市は平成 24年以降、所得基準を引き下げておらず、県内の他市町村と

比較しても認定を受けやすくしている。 

〇また、市による給食費負担の取り組みとしては、先ほどの食材補填事業により、

国の交付金を活用して食材費高騰分を公費で負担し、給食費の値上げを回避し

ている。 

○しかしながら、全児童生徒を対象とした完全無償化は、安定的な財源の確保が

課題であり、現時点で実施は難しいと考えている。  

〇学校給食費の無償化については、給食費の直接徴収などの他の課題解決にも繋

がることから、引き続き調査研究しながら、経済的な理由により支援を必要と

する世帯に対しての支援が確実に行われるよう、努めていく。 

 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 

将来的には、国及び県の責任において無償化が行われるよう働きかけを続ける

とともに、今現在在籍している児童生徒についても無償化されるよう、財政調整

基金を財源に、八戸市で取り組んでいただきたい。 
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